
資料Ⅰ－② 

公園使用料等 

 

種別 単位 金額 

公園施設を設ける場合 土地を使用する場合 使用面積 1平方 

メートルにつき 1年 

990円 

水面を使用する場合 190円 

公園施設を管理する場合 売店、レストラン等 1,700円 

駐車場等 1,300円 

利便増進施設を占用する

場合 

自転車駐車場 1,000円 

看板又は広告塔 1,600円 

露店営業その他これに類する目的でする使用 使用面積 1平方 

メートルにつき 1日 

100円 

広告宣伝又は放送の目的でする使用 使用面積 1平方 

メートルにつき 1日 

400円 

業として撮影の目的でする使用 1回（2時間以内につ

き） 

7,740円 

協議会、展示会、博覧会その他これらに類する

目的でする使用 

使用面積 10平方 

メートルにつき 1日 

23円 

※公園施設を設ける場合や管理する場合にあたっては、その目的が公募対象公園施設の設置及

び管理の場合は、上記表の金額が提案金額（単価）の最低額となります。なお、提案する使用

料の単価は、10円単位で提案してください。 

※利便増進施設を占用する場合の看板又は広告塔の使用面積については、看板又は広告塔の見

付面積と水平投影面積を比較し、数量の大きい方とします。 

※上記料金表は令和 2 年 4 月 1 日現在のものです。条例改正により条例に定める使用料を改定

した場合は、改定後の金額で算出した使用料を市に納付することとなります。なお、公募対象

公園施設の設置及び管理にあたって提案した金額が条例改正により条例で定める金額を下回

った場合は、改定後の金額で算出した使用料を市に納付することとなります。 


